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歴史的街並みの保存活用のための
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都市研究部 都市防災研究室 室長   竹谷修一

建築研究部 防火基準研究室 主任研究官 水上点晴 

（キーワード） 歴史的街並み、歴史的建築物、代替措置 

１．はじめに

歴史的建築物を保存活用して良好な街並みを後生

に残すとともに、観光まちづくりの核とする活動が

広がっている。しかしながら、歴史的建築物は建築

基準法施行以前に建てられ現行法規制に適合してい

ない場合も多く、活用のために改修や用途転用を行

う際に建築基準法が遡及適用される場合、趣を残す

ことが困難な場合もある。特に防火規定は建築物の

外壁等の素材・意匠を左右するために影響は大きい。

そのため、国総研では歴史的建築物や町並みの保

存活用のために防火規定の円滑・合理的な運用につ

いて検討を行っている。ここでは、これまでに把握

した防火規定と歴史的建築物の保存活用を両立させ

るために地方公共団体が行っている創意工夫の事例

のうち、代表的なものを紹介する。

２．狭小な道路沿いに立地する場合の工夫

建築基準法により幅員4m以上の道路に接道する必

要があるが、歴史的町並み地区においては狭小な道

路にしか接道していない場合も多い。そのため、大

規模改修時には道路中心線から2m以上セットバック

する必要があり、外壁の意匠が保存されない、壁面

位置が揃わなくなるなど景観上支障となる場合もあ

る。そこで、臼杵市二王座地区では、敷地高低差に

よる延焼リスクの低さやまちかど消火栓の設置によ

る初期消火・延焼防止対策を勘案して、建築基準法

に基づく「３項道路」指定により幅員4m未満の道路

写真１ ３項道路指定 写真２ まちかど消火栓

された歴史的街並み

でも大規模改修を可能としている（写真１，２）。

３．都市計画上の防火規制に対する工夫

都市計画で定める防火地域・準防火地域が指定さ

れると、建築物の床面積や階数に応じて防火性能を

確保する必要がある。そのため、準防火地域内の歴

史的な建築物であっても、外壁は防火構造、窓等に

は防火設備が求められ、木現しの外壁、木製のサッ

シとすることが困難である。そこで、京都市、鹿島

市、臼杵市などにおいては、準防火地域等の指定を

解除することによってこれらの防火規制が適用され

ないようにする代わりに、別途条例を制定して代替

措置を求めることで、最低限の安全性を確保する取

り組みが行われている（写真３）。

a)臼杵市 (b)京都市

写真３ 準防火地域指定を解除した歴史的町並み

４．出火や延焼防止に関する工夫

この他にも様々な工夫が行われている。火災の早

期発見のために鹿島市では隣三軒連担の火災報知設

備を義務づけている。臼杵市や京都市をはじめ多く

の地域では、初期消火のためにまちの中に消火栓や

スタンドパイプを設置している。鹿島市では散水設

備を設けることによって延焼防止を図っている。

５．おわりに

今後、歴史的建築物や街並みを保存活用するため

に、最低限の火災安全性を確保しつつ、様々な代替

措置の事例やその効果を評価するためのガイドライ

ンを作成し、公表していくことを予定している。
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観光地における歩行者流動特性について
（研究期間：平成28～30年度）
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１．はじめに 

観光関連施策が推進される中、一部の観光地にお

いては街路空間における歩行者の混雑が深刻になっ

ている。本研究においては歩行者の移動目的に特徴

を有する地域において観測を行い、歩行速度、歩行

密度のデータを収集したうえで、交通容量を算出し、

「観光」目的の歩行者が多い地域と「通勤」目的の

歩行者が多い地域等とを比較した。 

２．観測の対象 

 通勤目的の歩行者が多い歩道として、平日朝の新

橋駅付近及び勝どき駅付近、買い物目的の歩行者が

多い歩道として、平日夕方の新宿三丁目駅付近及び

京成上野駅付近、観光客が多い歩道として浅草雷門

付近、鎌倉小町通りを対象に勾配や段差のない単路

部において歩行密度と歩行速度の観測を行った。表

に観測箇所等の詳細を示す。 

表 観測箇所

３．観測結果 

図１に示す通り、「通勤」目的の歩行者が多い歩

道は、概ね0.5(人/㎡)以下の低密度下において

2.0(m/s)以上の高速で移動する歩行者が一定数見ら

れる一方で、「観光」目的は、低密度下においても

高速で移動する歩行者がほとんど見られず、「通勤」

と比して分散が小さく、全体的に速度が遅い。 

図１に関して、移動目的別に速度と密度の回帰分

析を行い、得られた回帰式を用いて歩行密度と通行

量の関係を導くと図２のようになる。 

この結果から、観光目的の歩行者が多い歩行空間

においては、通勤目的の歩行者が多い歩行空間と比

べ、より低密度下において渋滞流が発生し、交通容

量が小さいことが明らかになった。 

図１ 移動目的別の歩行密度と歩行速度の関係 

図２ 移動目的別の歩行密度と通行量の関係 
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主な移動目的

観測地点
所在地

観測日
（年/月/日
[曜日]）

観測時間 天候

新橋 通勤 港区新橋
1-18-16

2015/11/24
[火]

8:00～9:00 曇

勝どき 通勤 中央区勝どき
2-5-8

2016/12/5
[月]

8:00～9:00 晴

新宿 買い物 新宿区新宿
3-30-13

2016/12/5
[月]

18:00～19:00 曇

上野 買い物 台東区上野公園
1-60

2016/12/5
[月]

18:00～19:00 曇

浅草 観光 台東区浅草
1-2-2

2018/3/10
[土]

12:00～13:00 晴

鎌倉 観光 鎌倉市小町
2-7-24

2018/2/11
[日]

9:00～17:00 晴
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